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☆知的財産権訴訟における独占禁止法 ……… ⑴

１　知的財産権と独禁法１

（１）　はじめに

知的財産権制度である特許法等は、権利者に各
対象の利用権を独占的に付与するものである。

これに対して、私的独占の禁止及び公正取引の
確保に関する法律（独禁法）は、公正且つ自由な
競争を促進するものであり、独占権を付与する知
的財産権制度とは相容れないようにも思える。

ここで、独禁法21条は、「この法律の規定は、
著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標
法による権利の行使と認められる行為にはこれを
適用しない。」と定める。

特許権等の権利行使に対する独禁法の適用に関
連して、同条の解釈について多くの学説があるが、

「同条によって独禁法の適用範囲が後退しないと
解する点ではほぼ一致している」と指摘されてい
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